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この解説には、以下のものが含まれています。 
 
◎船舶設備規程(昭和９年２月１日逓信省令第６号) 
◎船舶設備規程第 2条第 2項の区域を定める告示(平成 7年 7月 29日 運輸省告示第 445号) 
◎船橋からの視界及び船橋に設ける窓の要件を定める告示(平成 10年 7月 1日 運輸省告示第 337号) 
◎船舶設備規程第 115条の 28の安全航行設備の基準を定める告示(平成 16年 12月 23日 国土交通省告示第 1548号) 
◎船舶の脱出設備の基準を定める告示(平成 14年 6月 25日 国土交通省告示第 510号) 
◎船舶の操舵の設備の基準を定める告示(平成 14年 6月 25日 国土交通省告示第 511号) 
◎航海用具の基準を定める告示(平成 14年 6月 25日 国土交通省告示第 512号) 
◎船舶設備規程等の一部を改正する省令附則第 2条第 9項の機能等を定める告示(平成 18年 3月 31日 国土交通省告示第 460号) 
◎船舶設備規程第 311条の 22第 1項第 3号の無線電信等を定める告示(平成 4年 1月 28日運輸省告示第 52号) 
◎ロールオン・ロールオフ貨物区域等を有する船舶の電気設備の基準を定める告示(平成 14年 6月 25日国土交通省告示第 513号) 
◎船舶設備規程第 288条第 1項の動力ビルジポンプを定める告示(平成 20年 12月 12日国土交通省告示第 1459号) 
◎船舶における船内の騒音防止の措置を定める告示（平成２６年６月２日国土交通省告示第６５４号） 
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第１１６条 

第５章 衛生設備 
 

近海以上ノ航行区域ヲ有スル旅客船ニハ船舶検査証書ニ掲グル旅客定
員１人ニ付０．４５平方メートルノ割合ヲ以テ上甲板以上ノ閉塞セラレ
ザル場所ニ適当且安全ナル運動場ヲ設クベシ 

 第 5章 衛生設備 

第１１７条 旅客船ニハ最大搭載人員５０人ニ対シ１箇ノ割合ヲ以テ大便所ヲ設ク
ベシ但シ最大搭載人員３００人以上ノ船舶又ハ沿海以下ノ航行区域ヲ有
スル船舶ニ付テハ管海官庁ノ見込ニ依リ其ノ割合ヲ斟酌スルコトヲ得 

２ 沿海以下ノ航行区域ヲ有スル旅客船ニシテ其ノ航行予定時間ガ極メテ
短キモノニ付テハ管海官庁差支ナシト認メタルトキハ前項ノ規定ハ之ヲ
適用セズ 

 (大便所) 
117.1(a) 沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶については、でき

る限り航行予定時間 8時間未満の船舶に限り、大便所の数をしん酌
すること。 

117.2(a) 「極メテ短キ」とは、おおむね 30分間をいう。 
(b) 「差支ナシ」と認めるためには、当該船舶の発着場に大便所があ
ることを要する。 

第１１８条
から 

第１２２条 

削除   

 


